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 2025 年度の年金額は、2025 年 1 月 24 日に公表される見込みである1。本シリーズ（前後編）では、

年金額改定の仕組みを確認し2、現時点のデータに基づく粗い見通しと注目ポイントを考察する。本稿

（後編）では、前編3で確認した年金額改定のルール（図表 1）を踏まえて 2025 年度の見通しを試算

し、その注目点を確認する。 

 

図表 1 年金額の改定ルール （2021年度以降） 

○年金額の改定率（全体像） 

 ＝本来の改定率＋年金財政健全化のための調整率（いわゆるマクロ経済スライドのスライド調整率） 

※ただし、上記の計算結果がマイナスの場合にはマイナス部分を適用せずに繰り越し、本来の改定率がマイナスの場合

には調整率をまったく適用せずにすべて繰り越す（67 歳以下/68 歳以上 ごと）。 

○本来の改定率 

・67歳になる年度まで 

 ＝名目手取り賃金変動率 

 ＝前年(暦年)の物価上昇率＋実質賃金変動率(2～4年度前の平均)＋可処分所得割合変化率(3 年度前) 

・68歳になる年度から 

 ＝前年(暦年)の物価上昇率(消費者物価指数の上昇率)と名目手取り賃金変動率の、いずれか低い方 

○年金財政健全化のための調整率（マクロ経済スライドのスライド調整率） 

 ＝公的年金加入者数の変動率(２～４年度前の平均)－引退世代の余命の伸びを勘案した率（0.3％） 

  ＋前年度の未調整分（いわゆる繰越分(キャリーオーバー分)、67 歳以下/68 歳以上 ごとに設定） 
 
(注１) 本稿では変化率(％)の加減算で表しているが、厳密には１を基準とした値の掛け算で計算される。 
(注２) 年金財政健全化のための調整率（マクロ経済スライドのスライド調整率）は、少子化の影響で基本的にマイナス。 

2016年の法改正で、上記の式で計算した調整率がプラスになった場合はゼロ％に置き換えることになった。 
(注３) 本来の改定率が68歳前後で異なるのは、標準の（繰上げや繰下げがない）受給開始年齢が65歳であることを考慮し、

64歳時点までの実質手取り賃金変動率（実質賃金変動率(２～４年度前の平均)＋可処分所得変化率(３年度前)）が年
金額に反映されるよう、受給開始後でも67歳になる年度までは名目手取り賃金変動率が適用されるため。 

(注４) 前年度の未調整分は、厳密には、68歳になる年度の「前年度の未調整分」には67歳になる年度の「67歳になる年度ま
で」の未調整分が用いられ、以後は「68歳になる年度から」の未調整分で更新される。 

 
1  年金額の改定は、前年(1～12 月)の物価上昇率が発表される日（原則として 1 月 19 日を含む週の金曜日）に公表される。 
2  より詳しい仕組みや経緯は、拙稿「年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持－2024 年度の年金額と 2025 年度以降

の見通し(1)」「将来世代の給付低下を抑えるため少子化や長寿化に合わせて調整－2024 年度の年金額と 2025 年度以降の
見通し(2)」を参照。 

3  拙稿「2025 年度の年金額の見通しは 2.0％増で、年金財政の健全化に貢献 (前編)－年金額改定の仕組み」 
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1 ――― 2025年度の見通し(筆者試算)：名目額は前年度比＋1.9％の見通しだが、実質的には目減り 

 

1｜改定に関係する指標の動向：物価と賃金は上昇。加入者は適用拡大の影響で増加 

 

 年金額改定に関係する経済動向を確認すると、図表 2 のようになっている。 

 

図表2 年金額改定に関係する経済動向 (前年同月比) 

 

(注１) 年金額の改定には共済年金の標準報酬や加入者数も影響するが、月次の状況を把握できないため共済以外を参照した。 
(資料) 総務省統計局「消費者物価指数」、厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金事業状況（事業月報）」（各月） 

 

(1) 物価上昇率：2～9 月は安定的に推移し、2024 年(暦年)平均では＋2.6％と仮定 

 物価上昇率は、2025 年度の改定に影響する 2024 年(暦年)の動向のうち、10 月までは実績が判明し

ている。1 月は前年の上昇率（前年同月比）が高かった反動で＋2.2％だったが、2～9 月は＋2.5～3.0％

の範囲で推移し、10 月は＋2.3％となった（図表 2 左）。今後については、弊社の経済見通し（2024 年

11 月 18 日公表版4、四半期ごと）では 10～12 月の平均を＋2.6％と想定している。これらを考慮して、

2024 年(暦年)の物価上昇率を＋2.6％と仮定する。 

 

(2) 賃金上昇率：物価の伸びに追いつかず、2023 年度の実質は－1.4％と仮定 

 賃金上昇率は、計算に用いられる賃金が年金保険料や年金額の計算に使う標準報酬であることに加

え、性別や年齢構成等の変化による影響や厚生年金の適用拡大による影響を除去して上昇率が計算さ

れるため、正確な把握が難しい。 

 標準報酬の大部分を占める標準報酬月額は、通常は４～６月の給与をもとに９月に定時改定される。

2023 年度の標準報酬月額（共済以外）の動向を見ると（図表 2 中）5、4－6 月に前年同月比＋0.7％程

度で推移した後、７月から上昇率が徐々に拡大し、10 月以降は＋1.6％前後で推移した。前述したよう

に、年金額の改定では賃金上昇率から適用拡大の影響が除去される。公表されている資料では 2022 年

10 月に拡大された影響を直接には把握できないが、2022 年 10 月以前に厚生年金が適用されていた方

 
4  斎藤太郎「2024～2026 年度経済見通し（24 年 11 月）」。 
5  2025 年度の年金改定率を計算する際に 2024 年度の実質賃金変動率が参照されないのは、改定率を決める 1 月時点では

2024 年度が終わっていないためである。後述する公的年金の加入者数も同様である。 
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も含む短時間労働者全体を除いて賃金上昇率を計算すると、前年は適用拡大前であった 4－9 月は厚

生年金加入者全体よりも高い水準で推移したが（図表 2 中の点線）、前年も適用拡大後に該当する 10

月以降は厚生年金加入者全体と同程度で推移した。 

 また、標準報酬のもう１つの構成要素である標準賞与は、対象者数が特に多い 6・7・12 月の加重平

均で前年同期比+1.0％となり、厚生年金加入者全体に占める賞与支給者の割合は 1.027 倍であった（共

済以外かつ短時間労働者以外・図表割愛）。 

 この２要素（標準報酬月額(共済以外)と標準賞与(共済以外)）以外に共済年金分や性年齢構成等の変

化の除去も考慮する必要があるが、現時点の資料では把握できないため、ここでは前述の 2 要素から

2023 年度の標準報酬の変動率を＋1.8％と仮定する6。この＋1.8％は名目の変動率であるため、2023 年

(暦年)の物価上昇率＋3.2％で実質化した－1.4％を、2022 年度の実質賃金変動率と仮定する。 

 

(3) 公的年金の加入者数：適用拡大の影響で、2023 年度は＋0.2％と仮定 

 公的年金の加入者数（共済以外）は、2023 年４月の前年同月比＋0.4％から徐々に増加傾向が弱ま

り、10 月には前年の厚生年金の適用拡大の影響が剥落して増加率が大きく縮小し、年度平均では＋

0.2％となった（図表 2 右）。増加率としては小幅に見えるが、これまでの少子化を考えれば、公的年

金の加入者数は減少してもおかしくない。小幅とはいえ増加しているのは、高齢期就労が進展してい

る影響と考えられる7。なお、共済年金の状況は現時点の公表資料では把握できないため、2023 年度の

公的年金加入者数の変動率を前述の＋0.2％と仮定する。 

 

2｜改定率の計算過程：2024 年の物価上昇が織り込まれるが、年金財政健全化のため実質的には目減り 

 

 今後の動向や現時点で把握できていない共済分の動向は不透明だが、2025 年 1 月に予定されている

正式公表を理解するための準備として、改定率の粗い見通しを試算した（図表 3）。 

 

(1) 本来の改定率：2024 年の物価上昇を反映するが、2023 年度の実質賃金下落で伸び率圧縮 

 まず、本来の改定率の計算過程を確認する（図表 3 の上段の 2024 年度の行）。物価変動率（図表 3

上段の①の列）は、前述した＋2.6％(仮定)である。実質賃金変動率（図表 3 上段の②の列）は、4年

度前(2021 年度)が 2020 年度の新型コロナ禍からの反動で上昇した＋1.4％(実績)、3 年度前(2022 年

度)が名目では上昇したものの物価上昇率には追いつけなかった－1.1％(実績)、2年度前(2023年度)

が前述した－1.4％(仮定)であるため、３年平均は－0.4％となった。このように３年平均を使うこと

で、急激な変動が回避されている。可処分所得割合変化率は 2017年に保険料の引上げが終わりゼロ％

であるため、本来の改定率の指標となる賃金上昇率（名目手取り賃金変動率）は、物価変動率と実質

賃金変動率を合計した（厳密には掛け合わせた）＋2.2％となる（図表 3 上段の①＋②＋③の列）。 

 
6  2021 年度末の厚生年金加入者 4065 万人のうち共済年金（公務員共済と私学共済）の加入者は 472 万人であるため、共済

年金を考慮しなくても大きな影響は生じない。2021 年度の実質賃金変動率は、この方法で計算した値が＋1.4％、実績が
＋1.2％だった。 

7  適用拡大の対象者のうち、20～59 歳は厚生年金適用前も国民年金の加入者として公的年金加入者に含まれているため、
公的年金加入者の増加要因は 60 歳以上が中心である。 



 

 

 

4｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2024-12-02｜Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved 

 本来の改定率は、法定されたルール（図表 4 左）に従い、67歳以下（厳密には 67歳到達年度まで）

は賃金上昇率の＋2.2％、68 歳以上（厳密には 68 歳到達年度から）は賃金上昇率(＋2.2％)と物価上

図表3 年金額改定率の粗い見通し（筆者試算） 

○本来の改定率の計算過程 

 

○年金財政健全化のための調整（いわゆるマクロ経済スライド）の計算過程 

 

(注１) この表では計算過程を変化率(％)の加減算で表しているが、厳密には１を基準とした値の掛け算で計算される（筆者
試算も掛け算で計算）。 

(注２) 2024年度改定までは実績(ただし⑤公的年金加入者数の変動率の内訳は推計)。①物価変動率の2025年度改定は実績と
ニッセイ基礎研究所の見通し(2024/11/18公表版)から仮定。以降は、厚生労働省が2024年に公表した財政検証の経済
前提（過去30年投影ケース）。②実質賃金変動率と⑤公的年金加入者数の変動率の2025年度改定の２年度前(2023年度)
は、共済以外の2024年3月までの実績から仮定。以降は、②実質賃金変動率と⑤公的年金加入者数の変動率の双方で、
2024年財政検証の過去30年投影ケースを利用。 

(注３) 厳密には、68歳到達年度の前年度からの繰越分には67歳到達年度の「67歳到達年度まで」の繰越分が用いられ、以後
は「68歳到達年度から」の繰越分で更新される。このため、未調整分が存在する場合には生年度によって改定率が異
なる可能性がある。 

(注４) ⑥平均寿命の伸び率の欄は、計算過程を足し算で示すためにマイナスにした値を載せた。 
(資料) 図表2や注で示した資料に加え、総務省統計局「消費者物価指数」、厚生労働省年金局「厚生年金保険法第79条の８第

２項に基づくGPIFにかかる管理積立金の管理及び運用の状況についての評価の結果」、厚生労働省年金局「年金額改
定について」（それぞれ各年）、厚生労働省年金局(2024)「財政検証詳細結果等(Zipファイル)」。 

 

図表4 年金額改定ルールの概略 

○本来の改定ルール 
  

○年金財政健全化のための調整ルール(いわゆるマクロ経済スライド) 
    

(注１)「67歳以下」は「67歳になる年度まで」、「68歳以上」は「68歳になる年度から」を指す。 
(注２)「賃金」は名目手取り賃金変動率、「物価」は物価変動率を指す（図表1参照）。 
(注３) 本来の改定ルールを要約すれば、本来の改定率は、67歳以下は常に名目手取り賃金変動率、68歳以上は物価変動率と

名目手取り賃金変動率のいずれか低い方、となる。 

① ② ③ ①+②+③ ④ ⑤

物価変動率 実質賃金変動率 可処分所得 名目手取り 本来の改定率(調整前) 公的年金加入者数の変動率

(性・年齢構成調整後) 割合変化率 賃金変動率 67歳到達 68歳到達

改定の年度 前年(暦年) ４年度前 ３年度前 ２年度前 (3年平均) ３年度前 当年度 年度まで 年度から

2022年度 －0.2% －0.2% ＋0.1% －0.5% －0.2% ±0.0% －0.4% －0.4% －0.4%

2023年度 ＋2.5% ＋0.1% －0.5% ＋1.2% ＋0.3% ±0.0% ＋2.8% ＋2.8% ＋2.5%

2024年度 ＋3.2% －0.5% ＋1.2% －1.1% －0.1% ±0.0% ＋3.1% ＋3.1% ＋3.1%

2025年度 ＋2.6% ＋1.2% －1.1% －1.4% －0.4% ±0.0% ＋2.2% ＋2.2% ＋2.2%

2026年度 ＋1.7% －1.1% －1.4% －0.1% －0.9% ±0.0% ＋0.8% ＋0.8% ＋0.8%

2027年度 ＋1.2% －1.4% －0.1% ±0.0% －0.5% ±0.0% ＋0.7% ＋0.7% ＋0.7%

2028年度 ＋0.9% －0.1% ±0.0% －0.1% －0.1% ±0.0% ＋0.8% ＋0.8% ＋0.8%

⑤ ⑥ ⑤+⑥ ⑦ ⑧ ④～⑦の和－⑧ ④－⑧

公的年金加入者数の変動率 平均余命 当年度分 前年度からの繰越分 調整後の改定率 繰り越す調整率 実効調整率

(年度間平均) の伸び率 調整率 67歳到達 68歳到達 67歳到達 68歳到達 67歳到達 68歳到達

改定の年度 ４年度前 ３年度前 ２年度前 (3年平均) 固定値 当年度 年度まで 年度から 年度まで 年度から 年度まで 年度から

2022年度 ＋0.1% ＋0.2% ＋0.0% ＋0.1% －0.3% －0.2% －0.1% －0.1% －0.4% －0.4% －0.3% －0.3%

2023年度 ＋0.2% ＋0.0% －0.3% ±0.0% －0.3% －0.3% －0.3% －0.3% ＋2.2% ＋1.9% ±0.0% ±0.0%

2024年度 ＋0.0% －0.3% －0.0% －0.1% －0.3% －0.4% ±0.0% ±0.0% ＋2.7% ＋2.7% ±0.0% ±0.0%

2025年度 －0.3% －0.0% ＋0.2% －0.0% －0.3% －0.3% ±0.0% ±0.0% ＋1.9% ＋1.9% ±0.0% ±0.0%

2026年度 －0.0% ＋0.2% －0.4% －0.1% －0.3% －0.4% ±0.0% ±0.0% ＋0.4% ＋0.4% ±0.0% ±0.0%

2027年度 ＋0.2% －0.4% －0.4% －0.2% －0.3% －0.5% ±0.0% ±0.0% ＋0.2% ＋0.2% ±0.0% ±0.0%

2028年度 －0.4% －0.4% －0.3% －0.4% －0.3% －0.7% ±0.0% ±0.0% ＋0.1% ＋0.1% ±0.0% ±0.0%

原則 特例

賃金 賃金

＞ ＜

物価 物価

67歳以下 賃金 賃金

68歳以上 物価 賃金

改善
方向

中立

経済状況

年金財政
への影響

本来の
改定率

【特例ａ】

当
年
度
の

調
整
率

本来の

改定率

調整後の

改定率

前
年
度
か
ら

の
繰
越
分

翌
年
度
へ

繰
越
し

【原則】

当
年
度
の
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率

本来の
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調整後の

改定率

前
年
度
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の
繰
越
分

【特例ｂ】

本来の

改定率

調整後の

改定率

翌
年
度
へ

繰
越
し

＝
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昇率(＋2.6％)のうち低い方である＋2.2％となり、67 歳以下も 68 歳以上も同じ値となる（図表 3 上

段の④の列）。 

 

(2) 調整率（マクロ経済スライド）：2022 年度の加入者減と長寿化対応分の影響で－0.3％ 

 次に、年金財政健全化のための調整率（いわゆるマクロ経済スライド）を確認する（図表 3 の下段

の 2024年度の行）。当年度分の調整率は、公的年金加入者数の変動率から高齢世代の余命の伸びを勘

案した率(0.3％)を差し引いた（厳密には掛け合わせた）率となっている。公的年金加入者数の変動率

（図表 3 下段の⑤の列）は、4 年度前(2021 年度)は－0.3％(推計した実績)、3 年度前(2022 年度)は

0.0％(推計した実績)、2 年度前(2023 年度)が前述した＋0.2％(仮定)であるため、３年度の平均は

0.0％となる。ここから、長寿化に対応するために高齢世代の余命の伸びを勘案した一定率(0.3％)を

差し引いた－0.3％が、2025 年度の当年度分の調整率となる。前年度からの繰越分（図表 3 下段の⑦

の列）は、67 歳以下と 68 歳以上の双方でゼロ％であるため、当年度分の－0.3％が 2024 年度に適用

すべき調整率となる。 

 

(3) 調整後の改定率：本来の改定率が高いため、調整率をすべて適用 

 実際に適用される改定率は、本来の改定率に、年金財政健全化のための調整率（いわゆるマクロ経

済スライド）が図表 4 右の特例ルールを考慮した上で適用されて決まる（図表 7）。2025年度の改定率

における調整率の適用は、67 歳以下と 68 歳以上の双方で本来の改定率が適用すべき調整率(の絶対

値)を上回っているため、適用すべき調整率がすべて適用される（図表 4 右の原則に該当）。この結果、

実際の年金額に反映される調整後の改定率は 67歳以下と 68歳以上の双方で＋1.9％となり（図表 3 下

段の⑧の列）、翌年度へ繰り越す調整率は 67 歳以下と 68 歳以上の双方でゼロ％となる（図表 3 下段

の最右列）。 

 このような 2025 年度の年金改定率(筆者試算)の計算過程のイメージは図表 5 であり、これに基づ

く 65歳到達者の年金額の例は図表 6、これまでのマクロ経済スライドの適用の推移のイメージは図表

7 である。 

 

図表5 2025年度の年金改定率(筆者試算)の計算過程（イメージ） 

 

(注１) 簡略化のため、本来の改定率は割愛した。 

＋2.6%

＋2.2%
＋1.9% ＋1.9%

物価

上昇率

名目賃金

上昇率

年金

改定率

(67歳

以下)

年金

改定率

(68歳

以上)

実質賃金
上昇率
－0.4%

調整率
(マクロ経済
スライド)
－0.3%
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図表6 65歳到達者の年金額(月額)の例 

 

(注１) 例の類型と2024年度の額は、社会保障審議会 年金部会(2024.11.05)の資料2のp.5で示されたもの。類型中の「１号」
は国民年金の第１号被保険者（国民年金保険料の対象者）、「３号」は国民年金の第３号被保険者（厚生年金加入者の
被扶養配偶者）を指す。 

(注２) 2025年度(試算)は、2024年度の額に2025年の改定率(試算)の+1.9％を掛け合わせた額(名目額)。 
(注３) 物価の伸びに対する目減りは、2024年度の額に実質賃金上昇率(-0.4%)と調整率(-0.3%)を掛けた額。 
(注４) 賃金の伸びに対する目減りは、2024年度の額に調整率(-0.3%)を掛けた額。 

 

図表7 マクロ経済スライドの適用の推移（イメージ） 

 

(注１) 緑の背景はマクロ経済スライドが完全に適用された年度、黄色の背景は完全には適用されなかった年度を指す。 

 

2024年度 2025年度 物価の伸びに 賃金の伸びに

(試算) 名目額の変化 対する目減り 対する目減り

①男性・厚年期間中心 170,223円 173,457円 (+3,234円) (-1,192円) (-511円)

②男性・1号期間中心 61,188円 62,351円 (+1,163円) (-428円) (-184円)

③女性・厚年期間中心 129,654円 132,117円 (+2,463円) (-908円) (-389円)

④女性・1号期間中心 59,509円 60,640円 (+1,131円) (-417円) (-179円)

⑤女性・3号期間中心 75,379円 76,811円 (+1,432円) (-528円) (-226円)

共働き夫婦(①+③) 299,877円 305,574円 (+5,697円) (-2,099円) (-900円)

片働き夫婦(①+⑤) 245,602円 250,268円 (+4,666円) (-1,719円) (-737円)

１号中心夫婦(②+④) 120,697円 122,991円 (+2,294円) (-845円) (-362円)

基礎年金の満額 68,000円 69,292円 (+1,292円) (-476円) (-204円)

法定モデル世帯 228,372円 232,711円 (+4,339円) (-1,599円) (-685円)

2020年度 2021年度

本来の
改定率
−0.1%

調整後
改定率
−0.1%

未
調
整

2019年度

(2018年度から繰越開始)

2018年度

当年度
調整率
−0.1%

本来の
改定率
±0.0%

調整後
改定率
±0.0%

未
調
整

当年度
調整率
−0.3%

本来の
改定率
＋0.6%

調整後
改定率
＋0.1%

当年度
調整率
−0.2%

前年度
繰越分
−0.3%

本来の
改定率
＋0.3%

調整後
改定率
＋0.2%

当年度
調整率
−0.1%

2022年度

本来の
改定率
− 0.4%

調整後
改定率
− 0.4%

当年度
調整率
− 0.2%

前年度
繰越分
− 0.1%

未
調
整

括弧外は68歳以上
括弧内は67歳以下

本来の
改定率
＋2.5%
(+2.8%)

調整後
改定率
＋1.9%
(+2.2%)

当年度
調整率
−0.3%

前年度
繰越分
−0.3%

2023年度

2016年度

本来の
改定率
±0.0%

調整後
改定率
±0.0%

未
調
整

当年度
調整率
−0.7%

2017年度

本来の
改定率
−0.1%

調整後
改定率
−0.1%

未
調
整

当年度
調整率
−0.5%

2015年度

本来の
改定率
＋2.3%

調整後
改定率
＋1.4%

当年度
調整率
−0.9%

本来の
改定率
＋3.1%

調整後
改定率
＋2.7%

当年度
調整率
−0.4%

2024年度

本来の
改定率
＋2.2%

調整後
改定率
＋1.9%

当年度
調整率
−0.3%

2025年度
(試算)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001325262.pdf#page=5


 

 

 

7｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2024-12-02｜Copyright ©2024 NLI Research Institute All rights reserved 

2 ――― 2025年度改定の注目点：①増額改定、②実質目減り、③本来改定率が物価上昇率を下回る 

 

 以上の試算結果から、2025年度分の改定率で注目すべきポイントは次の３点と見込まれる。 

 

(1) ３年連続の増額改定 

 第１のポイントは、今年の物価上昇を反映して、年金額が３年連続で増額される点である。約１年

遅れにはなるが、昨年度と同様に物価上昇が年金額改定に織り込まれ、３年連続の増額改定となるの

は、高齢世帯にとってある程度の朗報と言えよう。 

 

(2) ３年連続の目減りで、年金財政の健全化が進展。調整率の繰り越しも発生せず 

 一方で、第２のポイントは、年金額の実質的な価値が３年連続で目減りする点である。前述した試

算では、前年(暦年)の物価上昇率が＋2.6％、賃金上昇率(名目手取り賃金変動率)が＋2.2％という状

況下で、調整後の改定率は＋1.9％にとどまる。名目の年金額は増えるものの、物価や賃金の伸びには

追いついていないため、実質的な価値が目減りすることになる。 

 しかし、調整率（いわゆるマクロ経済スライド）という形で少子化や長寿化の影響を吸収して年金

財政の健全化が進むことで、将来世代が受け取る給付水準のさらなる低下を抑えられる。世代間の不

公平をなるべく縮小する、という制度の意義を理解する必要があろう。 

 

(3) 本来の改定率が、物価上昇率よりも低くなる 

 第３のポイントは、マクロ経済スライドの調整率を差し引く前の本来の改定率が、物価上昇率(＋

2.6％)よりも低い賃金上昇率(＋2.2％)になる点である。現在の制度では、67 歳以下の本来の改定率

は 64 歳までの賃金上昇を反映するために常に賃金上昇率が使われる一方で、68 歳以上の本来の改定

率は物価上昇率と賃金上昇率のいずれか低い方が使われる。このため、物価上昇率よりも賃金上昇率

が低い状況では、67歳以下でも 68歳以上でも、本来の改定率が物価の伸びに追いつかない形になる。 

 マクロ経済スライドの影響を除いても年金額の伸びが物価の伸びに追いつかないのは、公的年金が

収入の大半を占める高齢層にとって厳しい仕組みと言える。しかし、このような経済状況では、現役

世代も賃金の伸びが物価の伸びに追いつかない状況で生活している。つまり、現在の制度は、賃金の

伸びが物価の伸びに追いつかない厳しい経済状況において、現役世代と高齢世代で同じ痛みを分かち

合う形になっている、と言える。 

 

3 ――― 総括：３年連続の目減りを機に、現役世代と高齢世代の相互理解を期待 

 

 年金額の改定は、名目額が下がる場合に話題になることが多い。しかし、名目額が下がるのは図表

4 右の特例ｂに該当する場合であるため、マクロ経済スライドが適用されず（すなわち年金財政の健

全化が進まず）、実質的な価値は低下しない。直感的には理解しづらいが、図表 4 右の原則や特例ａの

ように名目額が上がる際や据置になる際に実質的な価値が低下して年金財政の健全化が進む点を、理

解しておく必要がある。 
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 2025 年度の年金額は、筆者の粗い試算に基づけば、＋1.9％程度の増額となる見通しとなった。年

金額の改定では前年(暦年)の物価上昇率を反映するため、2025 年度の年金額は 2024 年の物価上昇を

反映して３年連続の増額改定となる。しかし、年金財政健全化のための調整（いわゆるマクロ経済ス

ライド）が発動されるため、年金額は名目では増額となるものの実質的な価値が低下する。また、マ

クロ経済スライドの調整率を差し引く前の本来の改定率が、物価の伸びに追いつかない形になる。 

 現役世代は、少子化や長寿化が進む中で負担する保険料(率)が固定され、高齢世代が物価や賃金の

伸びを下回る年金の伸びを受け入れることで将来の給付水準の低下が抑えられることに、思いをはせ

る必要があるだろう。一方で高齢世代は、これまでの物価や賃金の伸びが低い状況では年金財政の健

全化に必要な調整が先送りされ、将来の給付水準のさらなる低下につながっていたことを理解する必

要があるだろう。両者の相互理解が進むことを期待したい。 


